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３
月
・
４
月
は
転
勤
や
進
学
な
ど
で
、
住
所
変
更
が
最
も
多

い
時
期
で
す
。
新
地
町
に
引
っ
越
し
し
て
き
た
と
き
や
、
町
外

に
引
っ
越
す
と
き
に
は
住
民
登
録
に
か
か
る
転
入
・
転
出
等
の

届
出
が
必
要
で
す
。
忘
れ
ず
届
出
期
間
中
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
住
民
登
録
】

　

住
所
を
変
更
し
た
と
き
に
は
、

役
場
へ
住
民
登
録
の
届
出
が
必
要

で
す
。

　

正
し
い
住
所
を
届
け
て
お
か
な

い
と
、
町
に
お
け
る
各
種
行
政
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
の

予
防
接
種
や
入
学
に
ま
で
影
響
が

出
て
き
ま
す
。
下
表
の
届
出
事
項

に
該
当
す
る
方
は
、
必
ず
期
間
内

に
役
場
町
民
課
に
届
出
て
く
だ
さ

い
。

【
印
鑑
登
録
】

　

印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
金
銭
の

貸
し
借
り
や
登
記
な
ど
に
使
わ
れ

る
大
切
な
も
の
で
す
。

　

病
気
や
仕
事
な
ど
で
本
人
が
お

越
し
に
な
れ
な
い
場
合
に
は
、
代

理
で
の
申
請
が
で
き
ま
す
が
、
本

人
（
自
筆
）
の
委
任
状
（
代
理
人

選
任
届
等
）、
代
理
人
の
印
鑑
、

代
理
人
の
身
分
証
明
書
等
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
場
合

に
は
登
録
本
人
宛
に
照
会
文
書
を

郵
送
し
て
、
申
請
に
相
違
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
２
、

３
日
程
度
の
日
数
を
要
し
ま
す
。

　

な
お
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交

付
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
印
鑑

登
録
証
（
カ
ー
ド
）
を
忘
れ
ず
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
】

　

本
人
に
な
り
す
ま
し
、
転
出
や

転
入
な
ど
の
届
出
を
す
る
こ
と
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
町
で
は
、

住
民
の
異
動
届
出
や
印
鑑
登
録
な

ど
を
さ
れ
る
方
に
身
分
証
明
書
を

提
示
し
て
い
た
だ
き
、
本
人
確
認

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た

ら
、
町
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

住所変更等の届出
届出事項 届出期間 持参するもの

転入届
（新地町に引っ越し
　　　　　してきたとき）

新地町に住み始めた日から
14 日以内

・届出人の印鑑
・転出証明書（前住所地で交付されたもの）
・個人番号カード（保持者のみ）
・本人確認書類（※）

転出届
（町外に引っ越すとき）

転出先・転出する日が
決まったら速やかに

・届出人の印鑑
・印鑑登録証（登録者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

転居届
（町内で住所を変えたとき）

住所を移した日から
14 日以内

・届出人の印鑑
・個人番号カード（保持者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

世帯主変更届 変更した日
・届出人の印鑑
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

（※）本人確認書類とは、個人番号カード、運転免許証、住基カード（写真入り）やパスポートなど官公庁
　　  発行の写真入りの身分証明書（有効期限内のもの）などです。

届
出
を
忘
れ
ず
に

◎問い合わせ　町民課（電話：６２－２１１５）
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東
日
本
大
震
災
に
よ
り

　
被
災
さ
れ
た
方
へ

国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金
・

介
護
保
険
利
用
者
負
担
額
の
免

除
が
終
了
し
ま
す

　

町
で
は
、
震
災
等
で
被
災
さ
れ

た
方
の
新
た
な
生
活
へ
の
移
行
が

進
ん
だ
こ
と
を
踏
ま
え
、
東
日
本

大
震
災
で
被
災
さ
れ
た
方（
津
波
・

地
震
）
を
対
象
と
し
た
国
民
健
康

保
険
の
一
部
負
担
金
（
医
療
機
関

の
窓
口
で
の
支
払
い
分
）
や
介
護

保
険
利
用
者
負
担
額
（
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
時
の
自
己
負
担

分
）
の
免
除
を
終
了
し
ま
す
。

終
了
日
　
令
和
３
年
３
月
末

※
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
事
故
に
よ
り
避
難
指
示
区
域

な
ど
か
ら
避
難
し
た
方
の
免
除
は

継
続
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課

☎
６
２
―
２
９
３
１

　
公
共
施
設
維
持
管
理

　
業
務
受
託
者
募
集

　

町
で
は
、
公
共
施
設
の
健
全
な

維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
業
務
受

託
者
を
募
集
し
ま
す
。

業
務
内
容　

町
公
共
施
設
の
維
持

管
理
業
務
【
草
刈
り
（
町
道
や
公

園
等
）、
ト
イ
レ
清
掃
（
公
園
）、

枝
払
い
、
土
砂
払
い
（
側
溝
・
縁

石
周
り
）、
ゴ
ミ
拾
い
な
ど
】

業
務
体
系　

週
２
日
か
ら
５
日
間

程
度（
１
日
当
た
り
７
時
間
業
務
）

委
託
料　

①
業
務
給
８
８
０
円
／

時
間
②
傷
害
保
険
料
１
年
分
（
傷

害
保
険
の
加
入
を
義
務
と
し
ま

す
）

募
集
人
数　

若
干
名

応
募
資
格　

次
の
す
べ
て
の
条
件

に
あ
て
は
ま
る
方

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳
以

上
か
つ
健
康
で
責
任
を
も
っ
て
業

務
を
遂
行
で
き
る
方

②
草
刈
機
を
使
用
で
き
る
方
（
肩

掛
け
、
手
押
し
）
※
利
用
方
法
は

説
明
し
ま
す
。

③
普
通
自
動
車
第
一
種
免
許
を

持
っ
て
い
る
方

④
軽
ト
ラ
ッ
ク
を
所
有
し
て
い
る

方

⑤
暴
力
団
や
暴
力
団
員
と
密
接
な

関
係
で
な
い
方

契
約
期
間　

令
和
３
年
４
月
〜
令

和
４
年
３
月
ま
で

選
考
方
法　

書
類
審
査
及
び
面
接

に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

申
込
方
法　

所
定
の
申
込
用
紙
に

記
入
の
上
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
も
し
く
は
役

場
建
設
課
窓
口
に
備
え
つ
け
て
あ

り
ま
す
。

申
込
締
切
日　

令
和
３
年
４
月
９

日
㈮
ま
で

◎
問
い
合
わ
せ

建
設
課

☎
６
２
―
２
１
１
４

都
市
計
画
課

☎
６
２
―
２
１
１
３

　
新
地
駅
乗
車
券
類
発
売

　
業
務
受
託
者
募
集

　

町
で
は
、
新
地
駅
乗
車
券
類
発

売
業
務
の
受
託
者
を
次
の
と
お
り

募
集
し
ま
す
。

業
務
内
容

新
地
駅
で
の
乗
車
券
類
の
発
売
と

こ
れ
に
付
帯
す
る
業
務

業
務
時
間

午
前
７
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の

う
ち
、
実
質
的
な
業
務
時
間
が
３

時
間
以
上
と
な
る
よ
う
相
談
の
上

決
定
し
ま
す
。
業
務
日
に
つ
い
て

も
相
談
の
上
決
定
し
ま
す
。

委
託
料

新
地
駅
で
発
売
し
た
乗
車
券
類
に

一
定
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
手
数

料募
集
人
員
　
１
名
程
度

応
募
資
格
　
次
の
す
べ
て
の
条
件

に
あ
て
は
ま
る
方

①
町
内
に
住
所
（
所
在
地
）
を
有

す
る
個
人
又
は
団
体

②
１
年
以
上
継
続
し
て
従
事
で
き

る
こ
と

③
基
本
的
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で

き
る
こ
と

契
約
期
間

契
約
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日

※
な
お
、
別
段
の
意
思
表
示
が
な

い
場
合
は
、
契
約
を
更
新
す
る
。

選
考
方
法

町
で
書
類
及
び
面
接
に
よ
り
選
考

の
上
、
後
日
連
絡
し
ま
す
。

申
込
方
法

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
、
も
し
く
は
役
場
企
画
振

興
課
に
あ
る
申
込
用
紙（
履
歴
書
）

及
び
健
康
状
態
申
告
書
に
よ
り
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切
日

令
和
３
年
３
月
31
日
㈬
ま
で

◎
問
い
合
わ
せ

企
画
振
興
課

☎
６
２
―
２
１
１
２
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春
の
全
国

　
交
通
安
全
運
動

　

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
４

月
６
日
㈫
か
ら
４
月
15
日
㈭
ま
で

の
10
日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
ま

す
。

　

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
徹
底
し
ま

し
ょ
う
。

運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

ぼ
く
を
見
て　

横
断
歩
道
の　

小

さ
な
手

運
動
の
重
点

１　

子
供
と
高
齢
者
を
始
め
と
す

　
　

る
歩
行
者
の
安
全
の
確
保

２　

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

３　

歩
行
者
等
の
保
護
を
始
め
と

　
　

す
る
安
全
運
転
意
識
の
向
上

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課

☎
６
２
―
２
１
１
６

　
令
和
３
年
度

　
固
定
資
産
税

　
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

令
和
３
年
度
固
定
資
産
税
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
、
令
和
３
年
度
の
固
定

資
産
税
の
基
礎
と
な
る
も
の
で

す
。資
産
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間

４
月
１
日
㈭
〜
４
月
30
日
㈮

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

８
時
30
分
〜
17
時

山火事に注意

　春先は空気が乾燥する季節となり、山火事発生

の危険性が高まる時期です。緑豊かな森林を守り

続けていくため、火の始末には十分気をつけるな

ど、皆さまのご協力をお願いします。

春季山火事防止強調期間
３月 20日～４月 20 日

◎問い合わせ　
　農林水産課（電話：６２－２１９４）

　
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ

　
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
募
集

　

町
商
工
会
で
は
、
乗
り
合
い
タ

ク
シ
ー
「
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
」
の

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
次
の
と
お
り
募

集
し
ま
す
。

業
務
内
容　

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー

「
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
」の
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
業
務

①
利
用
者
か
ら
の
電
話
予
約
対
応

②
パ
ソ
コ
ン
お
よ
び
タ
ブ
レ
ッ
ト

で
の
配
車
連
絡
業
務

③
そ
の
他
、
配
車
関
連
業
務
全
般

業
務
時
間　

①
７
時
〜
12
時
②
８

時
〜
13
時
③
12
時
〜
17
時

※
①
〜
③
の
シ
フ
ト
制

給
与　

時
給
額
８
３
０
円

応
募
資
格
　
高
卒
以
上
で
基
本
的

な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
こ
と

（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
等
で
簡
単

な
入
力
業
務
が
あ
り
ま
す
）

雇
用
期
間　

令
和
４
年
３
月
31
日

ま
で

※
事
業
見
直
し
に
よ
り
雇
用
期
間

が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※
契
約
を
更
新
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

申
込
方
法　

事
前
連
絡
の
後
、
履

歴
書
を
事
前
に
送
付
願
い
ま
す
。

書
類
到
着
後
、
１
週
間
程
度
で
書

類
選
考
結
果
及
び
面
接
日
程
等
を

連
絡
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

新
地
町
商
工
会

☎
６
２
―
２
４
４
２

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
　

　
休
日
窓
口
開
設
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
平
日
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
や
受
取
り
が
難
し

い
方
の
た
め
に
休
日
窓
口
を
毎
月

１
回
開
設
し
ま
す
。

　

休
日
窓
口
を
利
用
さ
れ
る
方
は

予
約
を
し
た
上
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

開
設
日
時
　
４
月
11
日
㈰

９
時
〜
15
時
（
予
約
制
）

場
所　

役
場
１
階
町
民
課
窓
口

◎
予
約
・
問
い
合
わ
せ

町
民
課

☎
６
２
―
２
１
１
５

場
所

新
地
町
役
場　

税
務
課

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課

☎
６
２
―
２
１
１
９



休日在宅当番歯科医

   ４日㈰　山田歯科医院
（原町区）　☎２３-２７０９
 11 日㈰　わたなべ歯科クリニック
（相馬市）　☎３６-２３４５
 18 日㈰　河田歯科医院
（原町区）　☎２４-２９６９
 25 日㈰　篠山歯科医院
（相馬市）　☎３６-１６２２
 29 日㈭　大町病院（歯科）
（原町区）　☎２４-２３３３

    診療時間　９時～ 16時

無料法律相談所（電話相談）
　町では、弁護士および司法書士による電話無
料法律相談所を開設します。相談は無料です。
　事前の予約が必要となりますので、問い合わ
せ先へ連絡ください。

開設日
①司法書士による相談　 ４月 13 日㈫
②弁護士による相談　　 ４月 20 日㈫
時間　　14 時～ 16 時のうち約 30 分の枠内
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　
相談内容　生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
町民課（電話：６２―２１１６）
福島県弁護士会相馬支部（電話：３６―４７８９）
福島県司法書士会（電話：０２４―５３４―７５０２）

心配ごと相談

４月１日㈭・12 日㈪・20 日㈫  10 時～ 15 時 
 　　　　　　　　　　　　　　 保健センター

交通事故相談
４月２日㈮　９時～ 17 時　役場３０１会議室

４月

休日在宅当番医

   ４日㈰　ふなばし内科クリニック
（相馬市）　☎３５-１５００
 11 日㈰　早川医院
（相馬市）　☎３７-３５００
 18 日㈰　八巻クリニック
（相馬市）　☎３７-７１１７
 25 日㈰　やまぐち小児科医院
（相馬市）　☎３７-８８１５
 29 日㈭　すぎやまこどもクリニック
（相馬市）　☎２６-５１１１

   診療時間　９時～ 16時

行政相談
４月 12 日㈪　10 時～ 15 時　保健センター

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数について

捕獲数（頭）

２月捕獲数 ８
令和２年度累計捕獲数 287

　町では、農作物等鳥獣被害対策として、イノシシ
の捕獲活動を実施しています。有害鳥獣捕獲隊の活
動にご理解ご協力をお願いいたします。
　また、危険防止のため、捕獲用の箱罠等には近づ
かないようにお願いします。

自家消費野菜等の放射性物質測定について

　町では自家消費野菜等の放射性物質測定を行っ
ています。
　検査を希望される方は持込方法などを確認の上、
予約の方をお願いします。

◎問い合わせ
　農林水産課（電話：６２―２１９４）

新地総合公園の利用について

　２月 13日に発生した福島県沖地震により、
下記の施設が損傷したため、当面の間使用で
きません。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力
をお願いいたします。

使用できない施設
・総合体育館
・町民野球場
・テニスコート

◎問い合わせ　
　新地公民館（電話：６２－２０８５）


